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ときがわ町水道審議会会議録

会議の名称 令和７年度第２回ときがわ町水道審議会

主な議題 議事

（１）ときがわ町浄化槽事業経営戦略（改定版）（案）について

（２）答申書（案）について

（３）その他

開催日時 令和８年２月２０日（金）

開始 13 時 30 分

終了 14 時 10 分

開催場所 ときがわ町役場第二庁舎 ２階公室

会議録の公開（非

公開・一部非公

開）とその理由

公開

出席者 増田伸会長、杉田健司副会長、畑豊委員、岡本忠委員、

峯岸正明委員、井上千草委員、戸口隆雄委員

水道課小林大介課長、大野武主幹、小輪瀬泰主任、髙山凌主任

審議等内容又は

概要

議事（１）ときがわ町浄化槽事業経営戦略（改定版）（案）について

議 長 増田伸議長

説明者 事務局

説明の概要 資料№１、資料№２、資料№３により事務局か

ら説明

質 疑

会 長 パブリックコメントに関する資料№２の項目№２「出

口戦略を立てる」の意見と考えについて、決算に関わると

ころなど、できればもう少し具体的な説明をお願いした

い。

事務局 こちらの意見について、浄化槽の減価償却期間が 28 年

になっている。それを過ぎたものに対しては個人に返して

いった方がいいのではというのが、利用者に払い下げをす

るという言い方だと思われる。現在町で管理している浄化

槽は使用者から使用料をいただいて、それで維持管理等を

行っているが、それを個人に譲渡し、修繕費といった費用
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の軽減が見込まれるのではないかという意見である。ま

た、個人に譲渡すれば減価償却の金額がなくなっていくの

で、決算に影響が及ばないのではという意見をいただいて

いる。個人に譲渡する制度自体はあるので、それをしては

どうかという意見なのだが、こちらも詳細については調査

しきれていない。個人に譲渡することに対して会計処理の

課題もあり、また、制度的に減価償却が過ぎる前に譲渡す

ることについて問題があるか今後煮詰めていかなければ

ならない。ただ、意見としては経営改善の観点からすると

町で管理しているものを個人に譲渡していくことは研究

していく必要があると考えている。

討 論 （なし）

採 決

会 長 経営戦略（改定版）について、最後に原案のとおり答

申してよろしいか確認する意味で挙手による採決を行い

たい。ときがわ町浄化槽事業経営戦略（改定版）（案）に

ついて、採決する。答申することに賛成の方の挙手をお願

いしたい。

委 員 （全員挙手）

会 長 全員賛成で、ときがわ町浄化槽事業経営戦略（改定版）

（案）については、原案の通り答申することと決定する。

議事（２）答申書（案）について

議 長 増田伸議長

説明者 事務局

説明の概要 資料№４により、答申書（案）について事務局

が説明

質 疑

委 員 付帯意見５番、浄化槽使用料の見直しについて「将来」

となっているが、見直さないといけないというのが計画的

にわかっているような気がするので、「今後」に表現を改

めた方がいいのではないか。

事務局 その通りである。経営戦略にも今後の費用の見込みも

書いてあり、少なくとも議論することは避けられないと考

えている。修正する。

討 論 （なし）

採 決 付帯意見を含む答申書について、原案のとおり答申して
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よろしいかを確認する意味で挙手による採決を行いたい。

答申書について採決する。先ほど修正された案のとおり、

答申することに賛成の方は挙手をお願いしたい。

委 員 （全員挙手）

会 長 全員賛成なので、答申書については先ほど修正を加えた

原案のとおりと決定する。

議事（３）その他

説明者 事務局

説明の概要 経営戦略の今後の取り扱いについて、経営戦略と

修正した答申書をともに承認いただいたので、日程

調整のうえ審議会を代表して増田会長から町長室に

て前田新町長に答申書を渡していただく。答申後は

できるだけ早期に町のホームページに掲載し、また

６月定例会の全員協議会で議会にも報告させていた

だく。

また、今の委員の任期が今年の 10 月末日までとな

っている。再任も可能なので改めて後日以降を確認

させていただく。来年度は水道事業及び浄化槽事業

で審議を予定している。４月以降で複数回開催を考

えている。

閉会 杉田健司副会長閉会あいさつ

配布資料 ・次第

・資料№1 ときがわ町浄化槽事業経営戦略（改定版）修正箇所

・資料№2 パブリックコメントについて

・資料№3 ときがわ町浄化槽事業経営戦略（案）

・資料№4 ときがわ町浄化槽事業経営戦略の改定について（答申）


